
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 69 回“社会を明るくする運動”内閣総理大臣メッセージ伝達式 

及び研修会の開催について 
 “社会を明るくする運動”とは、犯罪や非行を犯した人の更生について理解し、安

全、安心な地域社会の実現を目的とした全国的な運動で、当運動の推進を呼びかける

内閣総理大臣からのメッセージ伝達式及び研修会を下記のとおり開催いたします。 

 報道機関の皆様におかれましては、ぜひ、取材していただきますようお願いいたし

ます。 

記 

 

１．日 時 7 月 1 日（月）午後 1時 30 分～午後 2時 15 分 

２．場 所 富谷市役所 3階会議室 

３．主 催 社会を明るくする運動 富谷市推進委員会 

４．内 容 (１) 内閣総理大臣メッセージ伝達式（13:30～13:45） 

         社会を明るくする運動への協力を呼びかける内閣総理大臣からの

メッセージを、保護司会代表から“社会を明るくする運動”富谷

市推進委員長の市長へ伝達 

      (２) 研修会（13:45～14:15） 

         講話「薬物依存と更生保護」 

                 講師：仙台保護観察所 統括保護観察官 正木 勉 氏 

５．出席者 社会を明るくする運動 富谷市推進委員会  

委員長 富谷市長 若生 裕俊  ほか富谷市関係者 

      市内在住の保護司、更生保護女性会会員、民生委員・児童委員、 

       学校関係者 など 

 

 

 

 

富谷市記者会見資料③ 

令和元年 6月 26 日 

総務部市民協働課 

担当：平塚 

連絡先：022-358-3250 

「住みたくなるまち日本一」を目指して  


